
この計画は，県の取組とともに，関係機関・団体がそれぞれの役割を担い，相

互に連携・協力して進める必要があります。

また，同様の行政課題を抱える全国の自治体との連携を図るとともに，必要に

応じ，国に対して要請を行うなどの働きかけを行っていきます。

１ 国・他の都道府県・市町村との連携

(1) 国・他の都道府県との連携

消費者行政の効果的な推進，消費者被害の未然防止，製品事故の拡大防止及

び効果的な事業者指導等のため，国や他の都道府県と積極的に情報交換等を行

います。

(2) 市町村との連携

消費者行政を効果的に推進するため，県と市町村の役割分担を踏まえ，県と

市町村が連携し，情報交換や困難事案の解決等に取り組みます。

２ 関係団体との連携等

(1) 消費者団体との連携等

消費者被害の未然防止，被害拡大防止のため，適格消費者団体や消費者団体

による消費者被害の防止・救済や消費者教育を担う人材育成のための活動を促

進するとともに，消費者団体の地域の様々な主体との連携・協力した取組を支

援します。

(2) 事業者団体との連携等

事業者団体と連携し，事業者による法令遵守や消費者志向経営の取組を促進

します。

また，事業者・事業者団体が行う職域における消費者教育を促進するととも

に，消費生活に関する情報を提供します。

(3) その他の団体との連携

消費者被害の救済や多重債務問題などの専門的知識を必要とする相談につい

て，関係団体と情報交換を行い，連携して対応します。

３ 消費者，事業者等の意見の消費者施策等への反映

知事の附属機関として設置されている「鹿児島県生活安定審議会」において，

様々な立場で参画する委員に，消費生活の安定及び向上に関する事項等について

の意見を求め，消費者施策への反映を図ります。

また，離島物価問題懇談会や県食の安心・安全推進委員会等において聴取した

消費者等の意見について，消費者施策等や事業者活動への反映を図ります。

第５章　　関係機関・団体との連携強化等

第
５
章

関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携
強
化
等

− 57−



県は，この計画に基づき県民の消費生活の安定と向上を図っていくため，社会経

済情勢，消費者庁や消費者委員会における地方消費者行政の充実・強化に関する政

策の検討・展開の状況等を踏まえながら，計画に掲げられている施策の方向をより

一層具体化するとともに，計画の適切な進行管理を図っていきます。

１ 消費者行政推進本部の運営

庁内各部局等の長からなる消費者行政推進本部を運営し，消費者行政の総合調整

及びその一体的な推進を図り，計画の着実な実施を推進します。

２ 数値目標

消費者施策の推進を図り，その進捗状況を把握するため，数値目標（別表１）を

設定します。

また，この計画の取組のうち，他の計画等において数値目標等が設定されている

ものについては，関連計画の数値目標等（別表２）としてこの計画に記載し，その

推進状況を把握していきます。

３ 計画の進行管理

(１) 県生活安定審議会への報告及び公表

計画の進捗状況については，毎年度，県生活安定審議会に報告し，その評

価を行うとともに，公表します。

(２) 計画の見直し

県民の消費生活をめぐる社会経済情勢の変化，消費者庁や消費者委員会に

おける地方消費者行政の充実・強化に関する政策の検討・展開の状況等を踏

まえながら，必要に応じて計画の見直しを行います。

第６章　　計画の推進に当たって
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1 2 3 4 5 6

消
費
者
教
育
の
推
進
等
に
よ
る

消
費
者
の
自
立
支
援

高
齢
者
・
障
害
者
等
の
消
費
者

被
害
の
未
然
防
止
と
そ
の
救
済

消
費
者
の
安
心
・
安
全
の
確
保

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止

と
そ
の
救
済

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
た

消
費
者
と
事
業
者
と
の
協
働
促
進

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
質
の
高
い

相
談
を
受
け
ら
れ
る
体
制
の
充
実

1 １４.２％※1 １２％ ○ ○ ○ ○ ○

2 １２８回※２ ※３

※３

※３

１００回 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ８４．３％※2 １００％ ○ ○

4 ５７.１％※1 ７５％ ○ ○ ○

5
H27～R元実績

25,882人
5,500人 ○ ○ ○

6 ５６.５％※1 ６０％ ○ ○ ○

7 ３市４町 ２２市町村 ○ ○

8 7,845個※2 7,700個 ○

9 ７６８個※2 ７５０個 ○

10 ８０％ ○

11 ７０％ ○

○

○

12 ５９.４％※1 ８０％ ○

13 ９６.５％※2 １００％ ○

14 ９１.７％※2 １００％ ○

15 なし あり ○

※１　令和元年度に実施した「消費者教育等に関する意識調査」の調査結果

※３　前期計画の成果を維持するため設定した数値

※２　令和元年度の数値

消費生活相談員の研修参加率
（各年度）

消費生活相談員を配置していない町村の担当職員の
研修参加率（各年度）

適格消費者団体の設立

消費者安全確保地域協議会を設置している市町村数

計量法に基づく商品量目検査の立入検査個数
（各年度）

製品３法に基づく県の立入検査個数
（各年度）

食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合

社会や環境に配慮した商品・サービスを選択している
人の割合

消費者ホットラインの認知度

過去１年間に消費者トラブルを経験した人の割合

消費生活に関する情報の提供回数（県HP，新聞，テレビ
等を活用した県民または報道機関向けの情報提供）
（各年度）

消費者教育教材「社会への扉」等を活用した実践的な
消費者教育を実施した高等学校等の割合
（各年度）

若年者の消費生活センターの認知度

県が実施する消費者教育（消費生活）講座の受講者数
（各年度）

消費者教育への参加の経験がある県民の割合

別表１　数値目標

番
号

項　　  目
現状

（Ｒ２年度）
目標

（Ｒ７年度）

第４章　関連項目
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1 2 3 4 6

消
費
者
教
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推
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等
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よ
る

消
費
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の
自
立
支
援
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齢
者
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障
害
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等
の
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者

被
害
の
未
然
防
止
と
そ
の
救
済

消
費
者
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安
心
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安
全
の
確
保

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止

と
そ
の
救
済

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
質
の
高
い

相
談
を
受
け
ら
れ
る
体
制
の
充
実

１,５３４人／年 ２,４００人／年 ○

３１７件 ３２０件 ○

４２ｈａ ６０ｈａ ○

９２.１％ １００％ ○

１０３％ １００％ ○

８４.１％ ９０.０％以上 ○

９１８ｇ ８７５ｇ ○

１６.４％ ２３.４％ ○

※１　「第３次鹿児島県食の安心・安全推進基本計画」（令和３年３月策定）

※２　令和元年度の数値

※３　「かごしまの“食”交流推進計画」（第４次）（令和３年３月策定）

※４　令和２年度県政モニターアンケートの調査結果

※５　「鹿児島県廃棄物処理計画」（令和３年３月策定）

※６　令和２年度の推計値

項　　  目

２

「かごしまの“食”交流推進計画」（第４次）の数値目標
※3

【計画所管課　農政部農政課】

意識して県産農林水産物を購入する人の割合

３

④　食品表示（品質事項）に基づく食品表示の適正表示率

⑤　標準的な立入回数を設ける業種（施設）への監視指導
　（計画に基づく達成率）

「鹿児島県廃棄物処理計画」の数値目標
※5

【計画所管課　環境林務部廃棄物・リサイクル対策課】

①　一般廃棄物排出量（１人１日当たり）

②　一般廃棄物リサイクル率

第４章　関連項目

１

別表２　関連計画の数値目標等

「第３次鹿児島県食の安心・安全推進基本計画」の数値目標
※1

【計画所管課　農政部かごしまの食ブランド推進室】

①　リスクコミュニケーションの推進セミナー等への
　参加者数

②　かごしまの農林水産物認証制度（Ｋ－ＧＡＰ）における
　認証件数

③　露地オクラ栽培におけるＩＰＭ技術（土着天敵利用）
　の取組面積

番
号

現状
（Ｒ２年度）

目標
（Ｒ７年度）

※2

※2

※2

※2

※2

※4

※6

※6

5
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＜SDGｓの17の目標＞

＜鹿児島県基本計画における主な施策と関連するSDGｓ＞

消費者施策の展開方向・取組の内容 関連するSDGｓ

展開方向１ 消費者教育の推進等による消費者の自立支援

  (1) 消費者教育の推進

  (2) 成年年齢引き下げに対応した若年者への消費者教育の強化

  (3) 消費生活に関する情報提供の充実

  (4) 電子商取引の拡大やキャッシュレス決済の普及への対応

展開方向２ 高齢者・障害者等の消費者被害の未然防止とその救済

  (1) 市町村における消費者安全確保地域協議会の設置促進

  (2) 高齢者・障害者等への啓発

  (3) 高齢者・障害者等の見守り体制の充実強化

  (4) 関係機関との連携強化

展開方向３ 消費者の安心・安全の確保

  (1) 子どもの事故防止のための情報発信

  (2) 商品・サービスの安全性の確保

  (3) 食品・医薬品等の安全性の確保

  (4) 規格・表示等の適正化

  (5) 生活関連商品の安定的な供給・情報提供

  (6) 災害や感染症拡大時の速やかな情報提供

展開方向４ 消費者トラブルの未然防止とその救済

  (1) 消費者トラブルの未然防止等

  (2) 消費者取引の適正化

  (3) 紛争の適切な解決の促進

展開方向５ 持続可能な社会の実現に向けた消費者と事業者との協働促進

  (1) 食品ロス削減の推進

  (2) 環境に配慮した消費行動等の促進

  (3) 持続可能な社会の形成に資する取組の促進

展開方向６ どこに住んでいても質の高い相談を受けられる体制の充実

  (1) 市町村消費生活相談体制の充実への支援

  (2) 県消費生活センター等の機能強化

  (3) 関係機関・団体との連携

  (4) 消費生活相談窓口の認知度向上

1，10

持続可能な開発目標（SDGｓ）と鹿児島県消費者基本計画における主な施策

1，3，4，12

1，10

3，8，12

10，16

2，4，8，10，12，13，
14，15，16，17
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